
理

由

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
生
産
調
整
方
針
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
、
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
に
対
す
る
貸
付
金
の
償
還
方
法
等
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。


